
 

第 1２６７回 例会  Ｎｏ．８   令和６年９月１２日 (木) 

例会変更「納涼例会」 

於 ：大名古屋ビルヂング 世界のビール博物館 18:30～ 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ゙   

■出席報告 会員４６名中１９名出席 

■出席率 

■ゲスト 

 

４５．２４％   出席計算人数４２名 

会員ご家族ご友人  ３名 
 

 

会長挨拶                      加藤  豊 

 
乾杯発声                副会長 後藤  敞 

 
報告              親睦活動委員長 小野素尊 

 9月12日（木）18時半より、大名古屋ビルヂング３階に

あります「世界のビール博物館」にて、納涼例会を開催い

たしました。おしゃれで落ち着いた空間の中、まだまだ続

く残暑を乗り越えるべく、楽しく和やかな例会となりまし

た。大変に暑い中、ご参加をいただきました皆様に深く感

謝いたします。 

 

第 1２６６回 例会  Ｎｏ．７   令和６年９月５日 (木) 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ゙  「君が代」「奉仕の理想」 

■出席報告 会員４３名中２５名出席 

■出席率 

■ゲスト 

■スピーカー 

 

６０．９８％   出席計算人数４１名 

米山奨学生 キム ジ ウォンさん 

堀江亮介さん 

 

会長挨拶                      加藤  豊 

皆さん、こんにちは。前回の例会が 

台風のため中止になってしまったた

め、皆さんにお会いするのはずいぶ

ん久しぶりな感じがします。 

先週の土曜日、親睦旅行、家族例会と

いうことで松川町まで行って参りま

した。ワイン工場見学の後、果物狩り

とバーベキュー、帰りは温泉に立ち

寄って入浴して帰りました。行き帰りに使用したバスも前

後の間隔がとても広くて楽ちんでした。参加者の皆さんか

らも大変好評だったように思います。今回の旅行例会では、

皆さんが楽しい時を過ごせるようにと幹事の田中さんが

あらかじめ松川町まで1人旅に出かけて、企画してくれま

した。頼もしい幹事に支えられて感謝の気持ちでいっぱい

です。親睦の小野さんもレンタカーまで借りて、裏方で走

り回ってくれたのでとても助かりました。バスを手配して

くれた佐久間さんも、ご自分は参加しないのにお見送りま

でしてくれました。今回の企画に参加していただきました

皆様に改めてお礼を申し上げたいと思います。9月23日と

28 日には豊田市で補助金事業を行うことになっています

が。こちらのほうは、あとで田中幹事よりお話があると思

いますが、参加者がまだ十分集まっていないので、ぜひ皆

さんのご協力をお願いしたいと思います。 

さて、私は今愛知県医師会で報道担当理事をしています。

マスコミと連携をしとって、医師会の活動を世間に知らせ

るのが役目です。新型コロナウィルスの感染症が猛威をふ

るっていたときには大忙しで、特に愛西市で起こったワク

チン接種死亡事件の際の記者会見などは、皆様の記憶にも

新しいと思います。そのような花形部署も新型コロナウィ

ルスの5類移行後は仕事も減って、すっかり秋の浜茶屋状

態になってしまいました。それでも医師会は公益団体です

ので、少しでも世間のお役に立てるよう今でも地道に活動

を続けています。今我々が取り込んでいるのは子宮頸がん



ワクチンのキャッチアップ接種キャンペーンです。子宮頸

がんは年間 1 万人以上の女性が罹患し、毎年 3000 人近く

の人が亡くなります。25 歳から40 歳の死因の第2位を占

めており、特に小さなお子さんを抱えた女性が亡くなるケ

ースが多く、「マザーキラー」と呼ばれています。恐ろしい

病気ですが、実はこの病気はワクチン接種をすることによ

って 90%防ぐことが可能です。この子宮頸がんワクチンの

接種が始まったのは平成 25 年ですが、開始後すぐに副反

応が問題となり、一時摂取が中止となってしまいました。

現在ではワクチンの安全性が確認され、小学校6年生から

高校1年生までの女性にワクチン接種の積極的奨励が行わ

れています。しかしながら、一時中止の影響で 17 歳から

27歳までの女性はほとんど予防接種を受けていません。こ

の問題を解決するため、現在国は子宮頸がんワクチンのキ

ャッチアップ接種を行っています。17 歳から 27 歳までの

女性は、今なら無料で子宮頸がんワクチンの接種を受ける

ことができます。しかしキャンペーン終了の期日が近づい

ており、今年の 9 月までに接種を受ける必要があります。

10 月からは10 万円ほどかかります。我々はこの年代の女

性に予防接種を促すべく様々な取り組みをしています。例

えばSKE48に来ていただいて、ワクチン普及啓発シンポジ

ウムを開いたり、テレビ塔に告知のレーザー投影をしたり、

それでも記者会見の会場にはたった2社しか来ていただく

ことができず、社会の関心の薄さが身に染みます。それで

も予防できる病気というのはかかる前に予防しておくの

が一番なので、皆さんの周りで該当の方がいらっしゃって、

まだ予防接種を済ませていないと言う女性の方がいらっ

しゃいましたら、ぜひ子宮頸がんの予防接種を進めてあげ

て下さい。よろしくお願いいたします。 

 

9 月の祝福 

誕生日 結婚記念日 
3日 西川さんご夫人 20日 山鳥 正剛 

18日 武山 卓史 

 

19日 髙橋さんご夫人 

22日 岩本 和浩 

24日 
田島 陽介 

眞砂 敦夫 

 

ニコＢＯＸ 
●本日の会員卓話は堀江亮介さんにお話しいただきま

す。宜しくお願い致します。 

加藤会長、田中幹事、杉江、恵利、安江、岩田、松尾、 

森田、成田、八木、堀江俊通、水野、後藤、小野、高山、 

西川、長谷川 （敬称略） 

岩本さん お誕生日のお祝いを有難うございます。 

磯部さん 8 月の誕生日で喜寿になりました。健康に感

謝しています。 

堀江亮介さん 本日卓話です。宜しくお願いします。 

本日合計 ４９，０００ 円 

 

次年度会長エレクト推薦委員選出 

直前会長 松尾雄二郎 

9 月5日例会におきまして、下記の推薦委員会5 名が決定

しましたのでお知らせいたします。 (敬称略) 

直前会長    松尾雄二郎 

会長経験者   磯部 徹 

入会3年以上  堀江俊通、古川 進、堀江亮介 

 

米山功労者第１６回メジャードナー表彰 

米山記念奨学委員会 

加藤会長より安江英雄さんに米山功労者第１６回の表彰

状を伝達いたしました。長年のご寄付有難うございます。 

 

 

米山奨学金贈呈 

米山記念奨学委員会 

米山奨学金９月分を、加藤会長よりキム ジ ウォンさんに

お渡しいたしました。 

 
 

2023-24 年度決算報告 

会計監査代理 磯部 徹 

【 詳細は年間報告書8～14ページを参照ください。】 

全体としては支出を少なくして、

差し引き50万ぐらいのマイナスと

なっています。支出を少なくした

のは11ページに創立記念事業特別

会計というのがありますが、本会

計より繰り入れが50万となってい

ます。当初の予算では一般会計か

ら創立記念特別事業会計の方へ

100 万円繰り入れるという予定で

したが、その余裕がなくて50万円にカットしました。創立

記念繰入が少なくなって50万入り、1,240万ぐらいの預金

があるというような感じになっています。ざっくり言うと、

会費等の収入が少なく、少ない中でニコボックスからのお

金を繰り入れて、創立記念事業への積み立てを 50 万減ら



し、それで親睦活動を楽しくやったというのが去年の数字

で見た決算でございます。 

 

幹事報告                     田中 如以 

本日の理事会の報告をさせていただきます。 

まず11 月の地区大会登録者について、出席

義務者の方は全員登録をさせていただきま

した。日程を空けておいていただきたいと思

います。 

次に、ホームページの件で皆様にアンケートでご意見を伺

いましたけれども、結果から言いますと今ホームページは、

ホームの画面しか見れないようになっていて、その他のと

ころは全部ロックがかかっていてパスワードが必要です。

その部分に関して、ご返事をいただいた方のほとんどが公

表するという方に意見をくださいました。ただ、内容によ

っては数名の方がやはり反対しているということです。も

う少し内容を精査してまとめて皆様にご報告したいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

それから毎回理事会で議題に挙がっております会費の件

です。やはり名古屋丸の内ロータリークラブができてから

今日まで一度も会費が上がっていないということと、それ

から先ほどの磯部さんの方報告にもありましたけれども、

何とか工面してやっている状態というところがございま

す。そこで今、無駄を省くということを少しずつ心がけて

います。そのあたりも皆様方にご理解をいただいて今年の

秋ごろまでにきちっとした形でお伝えしたいと思います。

次に地区補助金事業。現在のところ23日28日ともに2名

ずつしか集まっておりません。そこで少し前ぐらいから地

域の小学校の学童とか、トワイライトとか子供食堂とかに

出かけていきまして今募集をしているところです。どこか

声をかけてくださる方がいらっしゃいましたらお声掛け

いただければパンフレットをお渡ししたいと思います。 

それから青少年交換留学生の件です。リネーアちゃんを受

け入れてホームステイ先になっていただきました髙橋家

のお嬢さんが、来年度の青少年交換学生に合格いたしまし

た。ということは私どものロータリーも海外からの留学生

をおひと方受け入れることになりましたので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

会員卓話 

「近況報告」 

堀江 亮介 

皆様こんにちは。本日は久しぶりに

卓話の機会をいただきまして。近年

入会された方には自己紹介というよ

うな意味合いを持ち、従前からお世

話になっている皆様には近況報告と

いうようなつもりでお話をしたいと

思います。 

私は弁護士をしておりまして、まずどんな仕事をしている

かというところを大体のイメージでご紹介します。 

まずいわゆる個人の依頼者関係の仕事としましては、例え

ば相続関係というのがございます。相続というのは皆様ご

存知のとおり、人が亡くなったときにその財産、あるいは

負債を含めて、相続人という人にそれが承継されるという

ことを言います。そして例えば、その亡くなった方が会社

を経営してかつそのオーナー社長とか、そういうような場

合にはこの相続が事業承継などの会社の問題にも繋がっ

てくるということになります。その会社の株をその亡くな

った方が持っていればその株も財産になるので、どういう

ふうに誰に相続させるのかということとか、あるいは個人

の名義の所有不動産をその会社の事業に提供しているよ

うな場合は、それを誰が相続して、会社との関係でどのよ

うに使用していくのか、そういうようなことが関係してき

ます。 

そして相続というのは、そういう現象に関しての対策とか

対応というものは、その方が生きているうちに行う対策と、

亡くなった後に行う対応の両方があります。生前に行うこ

ととしては遺言の作成とか、あるいは生前に贈与をすると

いうようなことを行うわけですけど、時間的な余裕もあり

ますのできっちりと税金関係も含めて対策を立てて行う

ということができます。 

亡くなってからの動きというのは、亡くなったときの状況

はもうこれを動かすことができないので、今後どうするか

というのを考えざるを得ないということになります。 

ですからできれば生前にある程度手を打って準備をして

おいた方が、亡くなった後対応も円滑に行うことができて

無駄な争いとか、長期間における紛争とかでみんなが嫌な

思いをしたり、事業が滞ったりするようなことは防げると

いうことになります。 

次は、例えば個人が関係するものとして、歩いていたり車

に乗ったりしていると交通事故に遭う可能性が誰しもあ

るわけですけれども、これも弁護士としてはかなり原則と

してある程度扱う事件ということになります。 

交通事故は大まかにいって争点が2つあり、ひとつが責任

の有無とその度合いです。その事故の状況から見て、その

人に損害賠償すべき責任が負わされるのかどうか。あるい

はそれを割合的に考えて減額するような要素があるのか

ということです。 

従前はこれも結構シビアな問題で、大体事故というのは起

こそうと思って起こすわけじゃないので、咄嗟に起こるも

のですから、記憶といっても後から遡ってその記憶が正確

とも限らないですし、目撃者といってもよほどの重大事故

でなければ警察もそれほど目撃者を真剣に探してきてく

れるということもないので、なかなか材料が少ない中でや

っていく形でした。ですからその分、裁判になって争いに

なるようなことが多かったです。近年はドライブレコーダ

ーが普及しまして、かなりの程度、事故の状況が客観的に

動かし難いものとしてわかるようになってきたので、不明

の要素という意味ではちょっと減ってきました。もしかし

たらこの点に関して、あまり争点にならず我々の仕事はな

くなってしまうかもしれないというところです。 

もうひとつの争点である損害の内容と範囲ですが、これは

どうしたってやはり残っている評価の部分があります。物

損の場合はそれほど高額になることは少ないですけど、人

身であれば、死亡事故、あるいは後遺症例、最近は高次脳

機能障害とかあと髄液漏れというあまり過去には知られ

ていなかったような新しい外傷の部分が、結構争点であっ

たりするので、その都度一生懸命頭を絞って考えるわけで

す。個人がお客さんの関係はそんな感じです。 



会社関係の方ですと契約書検討です。こういう契約をしよ

うと思ってこの契約書は大丈夫かというようなこととか、

内容をこちらの方に変えていきたいという相談であると

か、このようなことを日常的に会社で行うということです。

それから債権回収。やはり行った仕事の払ってもらわなき

ゃいけないお金を払ってくれないような場合には、その都

度対応します。でも相手の方が経営悪化で、払いたくても

払えないような状況になっているということになると、法

的にはそれを払えとなるのですが、現実問題として、なか

なか回収が難しいということもあったりはします。 

あとは契約の不履行とか損害賠償です。日常業務を行う中

での取引内容とか、業種によってこれは様々ですけれども

こういったことの相談から話し合いとなりますが、取引上

の力関係というのがあってなかなか理屈通りには進まな

いということもあります。 

それからもう一つ、労働事件です。会社と従業員との間で

の関係でいうと近年、非常に頻発して増加しているのはや

はり未だに残業代の請求ということです。背景には権利意

識の高まりとか、あと弁護士業界の事情で広告が自由化さ

れて、非常にこういったアクセスがしやすくなったという

ことで、「本来なら残業代があるのにな」と思っていた社員

が、大体辞めた後ですけれども、ネット広告とかを見て相

談に行くとこれはやはり請求できますと言われ、請求が届

いたりすることがあります。こういうケースが非常に増え

ているなというのが私の感想という印象です。 

以上が、最近どんな仕事をしているかという話で、次に私

の今年の夏の思い出を少しだけお話しさせていただきた

いと思います。 

私は山登りをします。冬山は非常に危険で命がけなのでや

りませんが、こういう綺麗な景色の夏山を登ります。 

 

コロナ騒ぎから全然登っていませんでしたが、久しぶりに

今年の夏行ったのは北アルプスの五色ヶ原というところ

で、立山の近くです。こういうところに3泊山小屋を泊ま

り歩きながら縦走してきて、実は一緒に行った仲間は弁護

士会の山登り部ということで、同業の仲間とあとその家族

です。一番ちっちゃいと小学1年生の子が来ていて、途中

でぐずったりするのをなだめすかして歩かしたりしてい

ました。 

それともうひとつ、私は丸の内クラブのダイビングサーク

ルでもお世話になっておりますけれども、ダイビングとい

う趣味があり、沖縄は結構いつも行きますが今年はちょっ

と変わったところ、伊豆にハマっています。ハンマーヘッ

ドシャークが本州で見られるとは知らなかったのですが、

伊豆で大軍の群れに出会えるポイントがあり、ほとんどサ

メに囲まれて泳いでいました。噛まないサメらしいですけ

れども絶対噛まないかどうかはわかりません。そんなサメ

と一緒に戯れて。沖縄に比べるとちょっと透明度が落ちる

ので、こうやって撮るとぼやけた感じはありますけども頭

数が多いのはわかりますね。 

 
そんな感じです。そして9月8日、今週の日曜日、「伊良湖

トライアスロン大会」という地元愛知県の大会ということ

で結構思い入れのある大会に久しぶりに参加して、今年の

夏の締めくくりということにしたいと思っております。 

 

はい。これは、2013年、過去の栄光です。11年前のこうい

うことで一番頑張っていた頃、ケアンズのアイアンマンと

いう大会に出たときの、あの興奮をもう一度（笑）。 

ちょっと最近怠けていたので、久しぶりにこれからこの秋

冬も、頑張りますので応援よろしくお願いいたします。 

 

第 3 回理事会議事録 

日 時 9月5日 12:00～ 

場 所 名古屋クレストンホテル例会場  

出席者 加藤、後藤、恵利、松尾、成田、森田、小野、 

田中、山﨑彰子（敬称略） 

議 題：  

１．地区大会登録者確認  

２．８月24日例会変更 収支報告  

３．ホームページの件 アンケート結果 

４．会費増額の件  

５．地区補助金事業 進捗報告  

６．年度末開催幹事会での事務局慰労記念品の件 

７．青少年交換留学生 髙橋英夏さん選考合格の報告 

８．2025-26年度 公式訪問日程確認 

今後の例会予定 

※ 9 月19 日（木）休 会 9/18「敬老の日」9/23「秋分の日」 

9 月26 日（木）RYLA 卓話 地区ライラ委員会 

会員卓話 杉江広成さん 

10 月 3 日（木）例会変更 「芸術の秋家族例会」 


